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マイナンバー制度対策
現場の実担当者が考える課題と対策案

ディスカッション・レポート
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はじめに

本資料をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

いよいよ本番運用が目前に迫りましたマイナンバー制度。10月からは各自治体から番号通知カー
ドによる個人番号が配布されます。各企業の人事担当者様は従業員・扶養親族・支払調書対象者の
番号収集業務の準備に追われていることかと思います。

本レポートは、クレオマーケテイング社が8月に実施した“企業のマイナンバー取扱担当者同士に
よるマイナンバー対策・意見交換会”でディスカッションされた課題とその対策案をまとめたもので
す。ディスカッションは、様々な業種の27社38名の個人番号取扱担当者が参加し、企業規模や業種
ごとのグループに分かれ行われました。まず、焦点となったのは番号収集業務。安全管理措置対策
をどこまで配慮すれば良いのか？ 現実的にどこまで対応できるのか？ という実担当者ならでは
の各社各様の意見交換が交わされました。

まだまだ安全管理措置の定義にはグレーゾーンがあります。専門家でも、“ここまで対応すれば良
い”という正解が明確ではない中、番号収集を行うための取扱規程の整備と運用設計を具体的に進め
なければならないという状況が、各社、最大の悩みのようです。

本レポートでは、このような状況の中で取り交わされた実担当者の意見を、“専門家の意見だけで
はない、現実的かつ具体的な参考情報”としてまとめています。また、記載されている内容はあくま
でも2015年8月時点のものであり、今後の行政側の情報によっては、見解が変わる場合があること
をご了承いただきますよう
お願い致します。
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１．ディスカッション参加者の傾向
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１．ディスカッション参加者の傾向（１）

ディスカッション開催概要

■開催日数：2015年8月6日
■時間日数：13:30～17:00
■参加者数：27社38名

■目的
①マイナンバーに関してどこよりも有益な情報を収
集するために、各企業の制度対応担当者が集ま
り、実際に直面している課題や疑問、検討を進め
ている対応策について情報交換をする。

②他社の方針や進捗状況、対応策から自社の
課題解決のヒントを得たり、自社の対応に対す
る具体的な評価をする。

■企画・運営：ZeeMユーザー会（※１）
■参加者

ZeeM人事給与／ZeeM会計を利用している人事、
経理担当者様

参加企業様の傾向（参加者数比率）

各企業の制度導入担当者が、一般のセミナーでは得られない情報収集を目的に、マイナンバー
制度対策をテーマに意見交換を交わしました。

業種

従業員数

製造業
卸売・小売
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サービス業
教育産業
情報通信業
医療関連
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建設業
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制度対応の取り組み状況（2015年8月6日時点）

取扱規程

【今後、作成予定】
・もともと、個人情報保護法に関する社内規程が整備されて無かったため、これを機に策定する。
・親会社からの指示待ち。
【作成中】
・罰則規程が未着手（9月の役員会で承認を取り付ける予定）。
・セキュリティ規約の整備は完了、これから内規の整備にかかる（12月中の完成をめど）。
・番号の廃棄についてはこれから着手する。
【完了】
・社内承認待ち。
・関係会社に規程を説明している段階。

社内体制

・新たにセキュリティ規約の整備をするプロジェクトを発足。
・各部署に責任者を立ててチームを発足。
・4月にプロジェクトを発足、活動は7月から開始。
・まだ発足していない。担当部門の部長が一人で頑張っている。
・取扱担当者の任命を9月に行う予定。
・システム部門で情報セキュリティに関する新設部門の設立を検討中。

番号収集
（準備・方針）

・番号収集は12月中に完了し、1月よりシステムに登録する予定。
・9月中に収集案内を出す予定。
・年末調整のタイミングで行う予定（扶養控除申告書に通知カードのコピーを貼付）。
・番号収集は外部委託する予定で、委託業者の選定は完了している。
・紙で行うか、システムで行うか、それぞれのリスクを比較検討中。
・通知カード紛失リスクを考え、10月中に案内、11月に収集を行う予定。
・初回の収集はシステムで行い、次年度以降は紙で行う。
・自社システムを開発し、ZeeM人事給与に連携する方向で検討中。

社内教育 ・取扱担当者に内閣官房HPのマイナンバー制度解説の動画を見せている段階。

【※1. ZeeMユーザー会】
ZeeMユーザー会とは、ZeeM製品を利用している現場担当者が幹事となり企画・運営している団体で、日々の現場の
業務課題解決をテーマに分科会活動をしています。
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１．ディスカッション参加者の傾向（２）

ディスカッションの要望が高い課題テーマ

“マイナンバー対策・意見交換会”では事前アンケートから、ディスカッションしたい課題を
募りました（※２）。

対応状況（傾向のサマリー）
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要望として高かったテーマは、以下の順となりました。
１、新たに発生する業務（番号の取得業務について／番号廃棄の管理方法について）
２、収集手段（紙による雇用者、非雇用者の番号収集業務の運用設計について）
３、安全管理措置（基本方針、取扱規程の策定／物理的安全管理措置の範囲）

人数

マイナンバー制度対応状況は各社ごとに多少
のばらつきはあったものの、全般的に課題対
策を検討する上で留意事項となった点は、以
下の2点に集約されました。（※３）

１）何を、いつまでに、どこまでやれば良
いか？

２）手間とコストを抑えた最善策は何か？

上記留意点を踏まえ、各社の疑問点や懸念事
項は“紙による番号収集”を中心に、安全かつ
低コストで行う方法の検討に集中しました。
（※４）

１）組織的安全管理措置・・・規程／管理
方法

２）物理的安全管理措置・・・区域の管理
方法

３）紙による番号収集
・紛失トラブル対策
・介在者への教育負荷
・本人確認の負荷
・委託先の契約見直し／コストUP

【※２.ディスカッションしたいテーマ傾向】

【※３．課題検討する上での留意点】

【※４．疑問点・懸念点】
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２．各課題の対策案と対応ポイント
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２．各課題の対策案と対応ポイント（１）

安全管理措置（物理的安全管理措置／取扱ログ管理）

●ポイント

物理的安全管理措置
・物理的安全管理措置対策の目的は不正をしていないことを証明できるようにすること。
まずは対象業務のフローを整理し、どこに、どんなリスクがあるのかを洗い出し、リスクに応じた対応
範囲を各社で判断し決定します（明確な定義がされていないため、各社の判断で良い）。

・管理区域、取扱区域を明確に分けて間取り図に明記する。
管理区域・・個人番号データがある場所（サーバールーム等）
取扱区域・・個人番号の入力、出力を行う場所（入力・更新を行う端末がある、個人場号の出力を行

うプリンターがある場所等）

・各区域を極力狭めることが、安全管理措置の負担軽減になる。

取扱ログの管理
・基本は、取扱（登録・更新・削除・受取・保管・持出し・参照）作業は全て記録に残すことで、いつ、
誰が、誰の個人場号を、どうしたのか、がわかるようにすること。

・取扱範囲を限定することで、ログを残しやすくすること。
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２．各課題の対策案と対応ポイント（２）

安全管理措置（取扱規程の策定／就業規則の改定）

●ポイント

取扱規程の策定
・類似の社内規程との整合性を保つよう考慮し、特定個人情報用に別途作成すること。

・極力、具体的且つ明確に記載すること。

就業規則の改定
・個人番号法６７条では、個人番号関係事務実施の従事者が、正当な理由なしに、その業務に関して取り
扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供したときは、４年以下の懲役
若しくは２００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することと、重い刑事罰が適用されますので、
会社の業務上重要な秘密を漏えいする場合と同様に懲戒解雇事由とすることが考えられます。

また、懲戒解雇事由に当たる理由として、故意または重大な過失により会社に損害を与える、または業
務の正常な 運営を阻害したときとすることが考えられます。なお、平素の服務態度その他情状によっ
て、普通解雇や減給又は出勤停止とする場合も有るとするのも良いかもしれません。

なお、損害賠償については、従業員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときとします
が、被害の大きさによっては、従業員が損害を賠償したとしても、懲戒規定に基づき懲戒などを行える
ようにする。また、取引先に損害を与えたときは、従業員の損害賠償の義務は、退職または解雇後にお
いても、免責または軽減されるものではないとすることも考えられます。

いずれも各社の方針に基づき定めること、予め定めておき従業員に事前に説明をしておくことが重要で
す。
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２．各課題の対策案と対応ポイント（３）

番号取得（負担軽減）

●ポイント

・紙であれ、システムであれ、重要なのは確認手段と範囲をそれぞれ明確にしておき、例外対応を少なく
すること。

・住所をキーにした身元確認が成立するという見解は、国税庁からのものであり、社会保険庁はまだ不明
確です。
今後の見解内容次第では、他の方法を考えないといけないかもしれないので、要注意（システムによる
IDで身元確認をする場合も同じ）。
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２．各課題の対策案と対応ポイント（４）

番号取得（セキュリティ対策／扶養親族の番号収集）

●ポイント

・収集手段が多ければ多いほど、安全管理措置（運用設計、担当者教育）の負担が大きくなるため、極
力、手段を絞ること。

・紛失等の問題が発生した場合の対応方針や手段を就業規則等に定めておく。収集前に説明をしておくこ
とで、トラブルが起きた時の責任範囲やとるべき対応範囲を明確にしておくこと。

・国民年金の第３号被保険者の届出は、従業員の配偶者本人が提出義務者となる為、会社（事業主）が
当該配偶者の本人確認を行う必要があります。通常は、従業員が配偶者の代理人として番号を提供する
場合と、事業主の代理人（収集業務を委託）として番号収集する場合の2通りの方法があります。
・配偶者の代理人として提供

配偶者～従業員・・・本人確認不要／委任状が必要
従業員～事業主・・・代理権の確認／代理人の身元確認／番号確認

・事業主の代理人として収集
配偶者～従業員・・・本人確認（身元確認／番号確認）
従業員～事業主・・・収集業務委託の合意書
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２．各課題の対策案と対応ポイント（５）

番号取得（エビデンスの保管／番号提供拒否対策／被雇用者)

●ポイント

エビデンスの保管
・エビデンスの保管は義務ではないため、本人確認後廃棄するのも可（確認用に保管することも規程に明
記されていれば、目的外利用にならない）。保管の手間か、都度確認の手間のどちらを選ぶかは各社で
判断すると良い。

・間違いが多く手戻りで煩雑になると予想される場合は、保管をしておくのも良い。ただし、保管に対す
る安全管理措置や廃棄漏れがないよう運用設計する必要がある。

・何で確認をしたのかを記録として残しておくことが目的であれば、資料の個人番号記載部分をマスキン
グすることとで、特定個人情報としての安全管理措置は不要（ただし個人情報の管理は必要）になる。
なお、何で確認をしたかの記録すること自体も義務ではない。

番号提供拒否対策
・番号提供が義務化がされていないため、提供依頼をして、個人の問題で拒否された記録を文書で残して
おくと共に、番号を提供しなかったことで従業員及びその扶養親族などが、各種事務手続の遅れ等に
よって被った被害については、会社へ損害請求ができない旨を就業規則等に記載し、事前に説明してお
くと良い。
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２．各課題の対策案と対応ポイント（６）

番号取得（紙による番号収集)

●ポイント

郵送トラブル対策
・受取確認がとれる送付手段をとること。

・送付物のチェック欄を封筒の外側に設けると、郵送途中の盗用のリスクが高まる為、チェックリストは
封筒の中にいれ、個人番号の情報が入っていることがわからない様にしておくこと。

・往復を保証するセキュリティ便などは高額なため、対策検討時には郵送コストも考慮しておくこと。

・受取確認がとれる手段を講じてもトラブルがおきる可能性があるため、社内規程に「行っている対策」
「トラブルが起きた時の処理方法」を明記し周知する。

扶養控除申告書による収集
・扶養控除申告書による本人確認が成立するかどうかの見解が曖昧な為、専用用紙で収集しておくことが
望ましい

（扶養控除申告書の場合、税に関する収集目的は成立するが雇用保険に対しては不明なため）。

・従業員の身元確認は本来必要だが、困難な場合は免除されると、定義が曖昧な点も要注意。
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２．各課題の対策案と対応ポイント（７）

番号取得（セルフエントリー型システムによる収集)

●ポイント

・番号収集のシステム化はコスト面だけでなく、セキュリティリスクや運用工数を比較し検討すること。

・システム化のメリット
・身元確認・・・・ID、Passによる個人特定により身元確認を省略できる
・番号確認・・・・通知カードや身分証明書の画像の取込が可能
・安全管理措置の負担・・・・複数拠点があっても、ライン経由でなく本部集中のシンプルな運用設計

が可能
・エビデンスの保管・・・・データとして保管できるため、物理的安全管理措置の負担を軽減
・情報の廃棄・・・・保管期間を設定することで自動的に削除（廃棄漏れによる目的外利用を防止）
・ログ管理・・・・システムログが残る為、台帳の管理が不要（取得～番号確認～廃棄）
・転記ミス防止・・・セルフエントリー式であれば、人事部門の紙からの転記ミスによるトラブルを防

止できる

・システム化のデメリット（クラウドサービスの場合）
・人事情報の二重管理・・・・クラウド環境と自社の環境で人事情報を二重管理する為、更新の手間が

発生
・個人番号の二重管理・・・・個人番号利用範囲拡大状況によっては、自社内で別システム管理する可

能性もあり
・データ連携時の安全管理措置負荷・・・・CSVファイルの取扱に対する対策が必要
・システム化のデメリット（オンプレミス型の場合）
・サーバー、ネットワーク環境の管理、維持コスト
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２．各課題の対策案と対応ポイント（８）

転記（帳票）／廃棄／社内教育／通知

●ポイント

転記（帳票）
・平成28年以降、必ず記載する必要がある。

・番号は変わる可能性があるため、正しく記載する必要がある。

・特定個人情報として管理しない場合は、個人番号が記載されている箇所をマスキングして対応可能。

・本来は従業員が記入して、給与の支払者（企業）を経由して税務署長及び市区町村長へ提出する書類で
あるため、個人番号は本人が記入して提出を受けること。
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３．ディスカッションの成果
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今回はディスカッションでは、安全管理措置の方法一つを見ても正解は無く、各社の状況（規
模・拠点数・業種・環境等）に応じて、正しくリスクを把握することの重要性を認識すること
となりました。
特に、10月からの番号通知が目前ということもあり、主に収集業務に対する課題対策に焦点を
当て、手段に応じたリスク形成の範囲が明確になりました。また、対応範囲と実施時期を見な
がら、準備のための具体的な段取りが整理されました。

３．ディスカッションの成果
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４．「 ZeeM 簡単マイナンバー収集システム 」のご紹介
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2016年1月より運用が本格化したマイナンバー制度。
各企業においては、各種法定帳票作成や行政手続きのために
従業者とその扶養家族のほか、支払調書発行対象者のマイナンバーを
取扱うようになりました。
特に、番号収集業務は厳格な安全管理措置対策のもと、採用時だけでなく
従業者の扶養家族の変更やグループ転籍時など様々なタイミングで発生し煩雑になりがちです。
そのため、セキュリティと効率化の両立が、
マイナンバー収集業務の課題になっているのではないでしょうか。
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本資料を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
今回のレポートは、マイナンバー制度対策をテーマとし、実担当者による“具体的かつ現実的”な課
題対策の情報提供をさせていただきました。

貴社のマイナンバー制度対策に、少しでもご参考になれば幸いでございます。

株式会社クレオ
ソリューションサービスカンパニー

マーケティング本部プロモーション部

最後に
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本紙及びZeeM製品に関するお問い合わせ

ソリューションサービスカンパニー

マーケティング本部プロモーション部

担当 平田／多胡（たご）

TEL：03-5783-3540 FAX：03-5783-3541 

https://www.zeem.jp/

※ この資料は著作権によって保護される内容が含まれています。内容の全部または一部を著作者の許可なく複製、改変することは著

作権法の許可事項を除いて禁止されています。

※ 「ZeeM」の名称は株式会社クレオの登録商標です。

※ 本製品の仕様及び性能は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。


